
PPA事業にかかる内容に関する質問及び回答 

 

令和 8年 １ 月 13日 

 

  次の事業について質問がありましたので、下記のとおり回答します。 

 

事業名 
中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区）雲出川左岸浄化センター 

太陽光発電設備導入事業（PPA） 

 

内容 

 

質問１   

仕様書 3.イ 14 発電状況が確認でき、故障警報を管理本館 2階中央監視室に設け

るとありますが、発電状況の確認の為に、パソコンを設置と、ネット環境(Wi-Fiなど)は利

用可能でしょうか。 

難しい場合はどのように確認を想定されておりますでしょうか。  

警報はメールの発信でもよろしいでしょうか。 

回答１ 

  1月 9日付回答 6をご参照ください。 

  パソコンの設置は可としますが、発電設備の故障警報を発報させる装置とは、中央監

視室にて下水処理場に係る監視を行っている作業員に警報音と表示を共に行い、太陽

光発電設備の異常を知らせる機能を有する設備となります。 

なお、通信環境の整備や通信費等、稼働に必要な経費は受注者で負担してください。 

 

質問２ 

太陽光パネル設置位置の東側の樹木が高く、距離が近い為、影が出来てしまいます。  

伐採して頂けませんでしょうか。 

回答２ 

  太陽光パネルに影響を及ぼす樹木については、協議の上、必要に応じて造成工事で対

応いたします。運用開始後は、協議の上、必要な剪定を行ってください。 

 

質問３ 

事業計画地は地盤高(TP+4.2m)+0.3mに造成されるとの事ですが、舗装されてい

る道路よりも高くなると認識してもよろしいでしょうか 

回答３ 

  12月 17日付回答２に示すとおり、道路よりも高い位置となるよう造成します。 

 

 

質問４ 

現状、ご契約の電気主任技術者様のご連絡先等をお教え頂きたいです。 

 



回答４ 

  電気主任技術者は県職員が選任され直接保安管理をしています。 

受注者が決定されるまでは電気主任技術者と直接連絡を取ることはご遠慮ください。 

 


